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(57)【要約】
【課題】紫外線が外部に漏れることを抑制することがで
きる、あるいは紫外線による便座および便蓋への影響を
抑えることができるトイレ装置を提供することを目的と
する。
【解決手段】リム部を有し光触媒膜がボウル部の基材の
表面に形成された便器と、樹脂により形成された樹脂部
を有し前記便器に対して開閉可能な便座と、前記便器に
対して開閉可能に設けられ、閉じた状態において、前記
便座の外周部と、前記便器の側面部のうちの少なくとも
一部と、を覆う便蓋と、前記ボウル部の表面に紫外線を
照射する光源装置と、前記便蓋が閉じた状態において、
前記光源装置の動作を制御し前記ボウル部の表面に紫外
線を照射させる制御を実行する制御部と、を備え、前記
リム部の上面は、前記基材により形成されたことを特徴
とするトイレ装置が提供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リム部を有し光触媒膜がボウル部の基材の表面に形成された便器と、
　樹脂により形成された樹脂部を有し前記便器に対して開閉可能な便座と、
　前記便器に対して開閉可能に設けられ、閉じた状態において、前記便座の外周部と、前
記便器の側面部のうちの少なくとも一部と、を覆う便蓋と、
　前記ボウル部の表面に紫外線を照射する光源装置と、
　前記便蓋が閉じた状態において、前記光源装置の動作を制御し前記ボウル部の表面に紫
外線を照射させる制御を実行する制御部と、
　を備え、
　前記リム部の上面は、前記基材により形成されたことを特徴とするトイレ装置。
【請求項２】
　前記光触媒膜が、前記リム部の裏面であって前記ボウル部を臨む裏面にさらに形成され
たことを特徴とする請求項１記載のトイレ装置。
【請求項３】
　前記便座は、ポリプロピレンを主成分とする材料により形成されたことを特徴とする請
求項１または２に記載のトイレ装置。
【請求項４】
　前記便蓋は、ポリプロピレンを主成分とする材料により形成されたことを特徴とする請
求項１～３のいずれか１つに記載のトイレ装置。
【請求項５】
　前記光源装置が放射する紫外線の直接光は、前記ボウル部の表面に照射されることを特
徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載のトイレ装置。
【請求項６】
　前記光源装置は、円周形状を呈する冷陰極管を有し、前記便蓋に設けられ、
　前記冷陰極管は、前記便蓋が閉じた状態において前記便器の前後方向に延在し、前記便
蓋が閉じた状態において後部よりも前部が低い前傾姿勢で配置されたことを特徴とする請
求項１～５のいずれか１つに記載のトイレ装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は、一般的に、トイレ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　便器の清潔状態を維持するために、光触媒層が便器のボウル面に形成された便器が提案
されている。例えば、洋風大便器のボウル面に光触媒層が形成され、光触媒層へ向けて紫
外線を照射する紫外線照射部が便座に組み込まれた水洗大便器がある（特許文献１）。特
許文献１に記載された水洗大便器は、紫外線照射部から紫外線を光触媒層へ向けて照射し
、光触媒粒子の分解作用および光触媒粒子の親水化作用などの光触媒活性を維持すること
で便器の清潔状態を維持している。
【０００３】
　しかし、特許文献１に記載されたトイレ装置の便蓋は、便蓋が閉じた状態において便器
のリムの上方に位置する。そのため、リム上部と便座との間に進入した紫外線がトイレ装
置の外部に漏れるという点においては改善の余地がある。また、リムで反射した光（紫外
線）が樹脂部を有する便蓋に当たると、便蓋が劣化するおそれがあるという点においては
改善の余地がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－７４６６５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、紫外線が外部に漏れるこ
とを抑制することができる、あるいは紫外線による便座および便蓋への影響を抑えること
ができるトイレ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、リム部を有し光触媒膜がボウル部の基材の表面に形成された便器と、樹
脂により形成された樹脂部を有し前記便器に対して開閉可能な便座と、前記便器に対して
開閉可能に設けられ、閉じた状態において、前記便座の外周部と、前記便器の側面部のう
ちの少なくとも一部と、を覆う便蓋と、前記ボウル部の表面に紫外線を照射する光源装置
と、前記便蓋が閉じた状態において、前記光源装置の動作を制御し前記ボウル部の表面に
紫外線を照射させる制御を実行する制御部と、を備え、前記リム部の上面は、前記基材に
より形成されたことを特徴とするトイレ装置である。
【０００７】
　このトイレ装置によれば、便蓋が、便座の外周部と、便器の側面部のうちの少なくとも
一部と、を覆うため、リム部の上面と、便座と、の間に進入した紫外線がトイレ装置の外
部に漏れることを抑制することができる。　
　また、リム部の上面がボウル部の基材により形成されているため、リム部の上面の反射
率は、ボウル部の表面の反射率よりも低い。そのため、樹脂部を有する便座が、リム部の
上面と、便座と、の間に進入した紫外線から受ける影響を抑えることができる。便蓋が樹
脂部を有する場合には、便蓋が紫外線から受ける影響を抑えることができる。また、リム
部の上面がボウル部の基材により形成されているため、樹脂部を有する便座が光触媒活性
により劣化することを抑えることができる。　
　また、便座がリム部の上面に当接するため、リム部の上面に光触媒層が形成されている
場合には、便座の使用状況および使用頻度によっては光触媒層が剥がれるおそれがある。
すると、剥がれた光触媒層がボウル部の排水管に流れ詰まりの原因となるおそれがある。
これに対して、このトイレ装置では、リム部の上面がボウル部の基材により形成されてい
るため、光触媒層の剥がれや排水管の詰まりを抑えることができる。
【０００８】
　第２の発明は、第１の発明において、前記光触媒膜が、前記リム部の裏面であって前記
ボウル部を臨む裏面にさらに形成されたことを特徴とするトイレ装置である。
【０００９】
　このトイレ装置によれば、光触媒膜がリム部の裏面であってボウル部を臨む裏面にさら
に形成されているため、リム部の裏面で反射した紫外線は、リム部の上面などと比較して
高い反射率でボウル部の表面に向かって照射される。そのため、直接光だけではなく、十
分な強度を維持した反射光がボウル部の表面に照射される。これにより、直接光だけでは
なく反射光を利用して、光触媒層の励起や殺菌作用などを実現することができる。そのた
め、光源装置のより長寿命化を実現することができる。
【００１０】
　第３の発明は、第１または２の発明において、前記便座は、ポリプロピレンを主成分と
する材料により形成されたことを特徴とするトイレ装置である。
【００１１】
　ポリプロピレンを主成分とする材料は、紫外線に対して比較的高い耐光性と、光触媒層
に対して比較的高い耐腐食性と、を有する。このトイレ装置によれば、便座は、紫外線に
対して比較的高い耐光性と、光触媒層に対して比較的高い耐腐食性と、を有することがで
きる。
【００１２】
　第４の発明は、第１～３のいずれか１つの発明において、前記便蓋は、ポリプロピレン
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を主成分とする材料により形成されたことを特徴とするトイレ装置である。
【００１３】
　ポリプロピレンを主成分とする材料は、紫外線に対して比較的高い耐光性と、光触媒層
に対して比較的高い耐腐食性と、を有する。このトイレ装置によれば、便蓋は、紫外線に
対して比較的高い耐光性と、光触媒層に対して比較的高い耐腐食性と、を有することがで
きる。
【００１４】
　第５の発明は、第１～４のいずれか１つの発明において、前記光源装置が放射する紫外
線の直接光は、前記ボウル部の表面に照射されることを特徴とするトイレ装置である。
【００１５】
　このトイレ装置によれば、光源装置が放射する紫外線の直接光がボウル部の表面に照射
されるため、より強い強度を有する直射光が、ボウル部により確実に当たる。そのため、
光触媒層の励起や殺菌作用などの効果が発揮される。また、リム部の上面と、便座と、の
間に進入する紫外線は、ボウル部の表面で反射した光となる。そのため、リム部の上面と
、便座と、の間に進入する紫外線は、直接光の強度よりも弱い強度を有する紫外線となる
。これにより、便座および便蓋が紫外線から受ける影響を抑えることができる。
【００１６】
　第６の発明は、第１～５のいずれか１つの発明において、前記光源装置は、円周形状を
呈する冷陰極管を有し、前記便蓋に設けられ、前記冷陰極管は、前記便蓋が閉じた状態に
おいて前記便器の前後方向に延在し、前記便蓋が閉じた状態において後部よりも前部が低
い前傾姿勢で配置されたことを特徴とするトイレ装置である。
【００１７】
　このトイレ装置によれば、光源装置は、比較的汚れやすいボウル部の後方部に対して、
冷陰極管が略水平に設けられた場合と比較すると垂直に近い角度で紫外線を照射すること
ができる。そのため、光源装置は、十分な強度の紫外線をボウル部の後方部に効率よく照
射することができる。また、光源装置から放射された直接光は、より鉛直方向に近いボウ
ル部の後方部に当たる。そのため、ボウル部の後端で反射した反射光は、凹部の壁面に当
たりやすい。これにより、凹部の壁面にもより強い強度の紫外線を照射することができる
。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の態様によれば、紫外線が外部に漏れることを抑制することができる、あるいは
紫外線による便座および便蓋への影響を抑えることができるトイレ装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態にかかるトイレ装置を表す模式的斜視図である。
【図２】本実施形態にかかるトイレ装置を表す模式的断面図である。
【図３】本実施形態の光触媒層の一例を例示する模式的断面図である。
【図４】本実施形態の光源装置の具体例を例示する模式図である。
【図５】本実施形態の光触媒層の吸光特性の一例を例示するグラフ図である。
【図６】冷陰極管のスペクトルの一例を例示するグラフ図である。
【図７】光触媒層が形成された面の反射率の一例を例示するグラフ図である。
【図８】光触媒層が形成されていない面の反射率の一例を例示するグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかるトイレ装置を表す模式的斜視図である。　
　図２は、本実施形態にかかるトイレ装置を表す模式的断面図である。　
　図３は、本実施形態の光触媒層の一例を例示する模式的断面図である。　
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　図２（ａ）は、図１に表した切断面Ａ－Ａにおける模式的断面図である。図２（ｂ）は
、図２（ａ）に表した切断面Ｂ－Ｂにおける模式的断面図である。
【００２１】
　本実施形態にかかるトイレ装置１０は、洋式腰掛便器（以下説明の便宜上、単に「便器
」と称する）８００と、その上に設けられた衛生洗浄装置１００と、を備える。衛生洗浄
装置１００は、ケーシング４００と、便座２００と、便蓋３００と、光源装置５００と、
を有する。便座２００と便蓋３００とは、樹脂により形成された樹脂部をそれぞれ有し、
ケーシング４００に対して開閉自在にそれぞれ軸支されている。便座２００および便蓋３
００は、例えばポリプロピレン（ＰＰ：polypropylene）を主成分とする材料によりそれ
ぞれ形成されている。但し、ケーシング４００は、必ずしも設けられていなくともよい。
例えば、便座２００と便蓋３００とは、便器８００に対して開閉自在にそれぞれ軸支され
ていてもよい。
【００２２】
　便器８００は、ボウル部８０１と、リム部８０５と、側面部８１１と、を有する。リム
部８０５は、便器８００の上端部に設けられている。便蓋３００が閉じている状態では、
ボウル部８０１は、便蓋３００により覆われる。　
　図２（ａ）および図２（ｂ）に表したように、ボウル部８０１の基材の表面には、光触
媒層（「光触媒膜」ともいう）８０３が形成されている。リム部８０５の上面８０７は、
ボウル部８０１の基材により形成されている。つまり、光触媒層８０３は、リム部８０５
の上面８０７には形成されていない。リム部８０５の下面（裏面：ボウル部８０１を臨む
面）８０９には、光触媒層８０３が形成されている。
【００２３】
　本願明細書において、「光触媒」とは、光を照射すると、酸化作用および還元作用の少
なくともいずれかが促進されるものをいう。その結果、雑菌や細菌や臭気物質などの有機
物を分解する分解作用と、表面が水に濡れやすい親水作用と、菌の繁殖を抑制するあるい
は菌の活動を停止させる抗菌作用と、を得ることができる。光触媒層８０３が形成された
ボウル部８０１は、汚物の付着を抑制したり、汚物を分解したり、便器８００の清掃負担
を軽減し、きれいな便器８００を維持することができる。
【００２４】
　具体的には、光触媒層８０３が形成されたボウル部８０１の表面に紫外線を照射すると
、その紫外線および空気中の水や酸素などにより、ボウル部８０１の表面に活性酸素が発
生する。その活性酸素は、ボウル部８０１の表面に付着した汚れや雑菌や細菌や臭気物質
などを分解する。また、その活性酸素は、揮発性有機化合物（ＶＯＣ：Volatile Organic
 Compounds）なども分解する。そのため、光触媒の分解作用により、ボウル部８０１の表
面の抗菌や防汚や防臭を行うことができる。
【００２５】
　また、光触媒層８０３が形成されたボウル部８０１の表面に紫外線を照射すると、その
表面には周囲の水との結合による親水基（－ＯＨ）が表出する。これにより、ボウル部８
０１の表面は、水になじむようになり、濡れやすくなる（親水作用）。すなわち、ボウル
部８０１の表面には水滴ができず、水が表面に濡れ広がるようになる。そして、予めボウ
ル部８０１の表面を親水化することにより、汚れは、ボウル部８０１の表面に濡れ広がっ
た水の表面に付着することになる。さらに、ボウル部８０１の洗浄（便器洗浄）に用いる
洗浄水がボウル部８０１の表面とその表面に付着した汚れとの間に入り込み、汚れを浮か
して流す。そのため、光触媒の親水作用により、ボウル部８０１の表面の防汚や防曇が可
能となる。
【００２６】
　これらによれば、紫外線の照射と、光触媒の分解作用、親水作用および抗菌作用と、の
相乗効果により効果的にボウル部８０１の抗菌や防汚や防臭を行うことができる。このよ
うな「光触媒」の材料としては、例えば、金属の酸化物を用いることができる。そのよう
な酸化物としては、例えば、酸化チタン（ＴｉＯＸ）、酸化亜鉛（ＺｎＯＸ）、酸化スズ
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（ＳｎＯＸ）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯＸ）などを挙げることができる。これらのうち
でも、特に、酸化チタンは、光触媒として活性であり、また、安定性や安全性などの点で
も優れる。
【００２７】
　例えば図３に表したように、本実施形態の光触媒層８０３は、バリア層８０３ａと、機
能層８０３ｂと、を有する。例えば、光触媒層８０３としては、ＴｉＯ２／ＺｒＯ２系触
媒焼成膜が用いられる。例えば、バリア層８０３ａにおけるＴｉＯ２とＺｒＯ２との配合
比率は、機能層８０３ｂにおけるＴｉＯ２とＺｒＯ２との配合比率とそれぞれ異なる。但
し、図３に表した光触媒層８０３は、一例である。本実施形態の光触媒層８０３は、これ
だけに限定されるわけではない。
【００２８】
　本願明細書において、「紫外線」とは、４００ナノメートル（ｎｍ）以下の波長に極大
を有する光をいう。具体的には、紫外線とは、３００ｎｍ以上、３６０ｎｍ以下の波長に
極大を有する光をいう。これについては、後に詳述する。
【００２９】
　便蓋３００は、便蓋本体３１０と、カバー部材（底板）３２０と、を有する。図２（ａ
）および図２（ｂ）に表したように、便蓋本体３１０は、垂下部３１１を有する。図２（
ｂ）に表したように、垂下部３１１は、便蓋３００が閉じた状態において、便座２００の
外周部２０５を覆う。また、垂下部３１１は、便器８００の側面部８１１のうちの少なく
とも一部を覆う。
【００３０】
　光源装置５００は、便蓋３００の内部に設けられている。具体的には、光源装置５００
は、便蓋本体３１０とカバー部材３２０との間に設けられ、便蓋３００が閉じた状態で便
座２００の着座面２０１と対面する便蓋３００の面（裏面）３１３に取り付けられている
。あるいは、光源装置５００は、便蓋本体３１０とカバー部材３２０との間において、カ
バー部材３２０に取り付けられていてもよい。
【００３１】
　光源装置５００は、便蓋３００が閉じた状態において、便器８００のリム部８０５の上
面８０７よりも上方に設けられている。また、光源装置５００の少なくとも一部は、便蓋
３００が閉じた状態において、便座２００の着座面２０１よりも下方に設けられている。
【００３２】
　なお、本願明細書においては、便座２００に座った使用者からみて上方を「上方」とし
、便座２００に座った使用者からみて下方を「下方」とする。また、便座２００に座った
使用者からみて前方を「前方」とし、便座２００に座った使用者からみて後方を「後方」
とする。あるいは、便器８００の方向を向いて便器８００の前に立った使用者からみて手
前側を「前方」とし、便器８００の方向を向いて便器８００の前に立った使用者からみて
奥側を「後方」とする。また、便器８００の方向を向いて便器８００の前に立った使用者
からみて右側を「右側方」とし、便器８００の方向を向いて便器８００の前に立った使用
者からみて左側を「左側方」とする。
【００３３】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に表したように、光源装置５００は、冷陰極管（照射部）
５１０を有し、冷陰極管５１０から紫外線を照射することができる。　
　本実施形態では、照射部は、冷陰極管５１０である。但し、これだけに限定されず、照
射部は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）などの半導体発光素子
やハロゲンランプやエキシマランプなどであってもよい。以下では、照射部が冷陰極管５
１０である場合を例に挙げて説明する。
【００３４】
　図１に表したように、カバー部材３２０は、開口部３２１を有する。光源装置５００は
、便蓋３００が閉じた状態において、カバー部材３２０の開口部３２１を通して便器８０
０のボウル部８０１の表面に対して紫外線を照射することができる。具体的には、ケーシ



(7) JP 2014-163163 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

ング４００の内部には、制御部４１０が設けられている。制御部４１０は、便蓋３００が
閉じた状態において、光源装置５００を制御し、便器８００のボウル部８０１の表面に対
して紫外線を照射させる制御を実行する。このとき、図２（ａ）に表した光線Ｂ１および
光線Ｂ２、ならびに図２（ｂ）に表した光線Ｂ３～光線Ｂ６に表したように、光源装置５
００から放射される紫外線の直接光は、便座２００には当たらずボウル部８０１の表面に
照射される。
【００３５】
　本実施形態によれば、便蓋本体３１０の垂下部３１１が便座２００の外周部２０５と、
便器８００の側面部８１１のうちの少なくとも一部と、を覆うため、例えば図２（ｂ）に
表した光線Ｂ１１のように、リム部８０５の上面８０７と、便座２００と、の間に進入し
た紫外線がトイレ装置１０の外部に漏れることを抑制することができる。
【００３６】
　また、リム部８０５の上面８０７がボウル部８０１の基材により形成されているため、
リム部８０５の上面８０７の反射率は、光触媒層８０３が形成された面（本実施形態では
、ボウル部８０１の表面）の反射率よりも低い。そのため、樹脂部をそれぞれ有する便座
２００および便蓋３００が、リム部８０５の上面８０７と、便座２００と、の間に進入し
た紫外線から受ける影響を抑えることができる。また、リム部８０５の上面８０７がボウ
ル部８０１の基材により形成されているため、樹脂部を有する便座２００が光触媒活性に
より劣化することを抑えることができる。なお、光触媒層８０３が形成された面の反射率
と、光触媒層８０３が形成されていない面の反射率と、の比較については、後に詳述する
。
【００３７】
　また、便座２００がリム部８０５の上面８０７に当接するため、リム部８０５の上面に
光触媒層８０３が形成されている場合には、便座２００の使用状況および使用頻度によっ
ては光触媒層８０３が剥がれるおそれがある。すると、剥がれた光触媒層８０３がボウル
部８０１の排水管に流れ詰まりの原因となるおそれがある。　
　これに対して、本実施形態では、リム部８０５の上面８０７がボウル部８０１の基材に
より形成されているため、光触媒層８０３の剥がれや排水管の詰まりを抑えることができ
る。
【００３８】
　また、光触媒層８０３がリム部８０５の裏面８０９に形成されているため、リム部８０
５の裏面８０９で反射した紫外線は、光触媒層８０３が形成されていない面（例えばリム
部８０５の上面８０７）と比較して高い反射率でボウル部８０１の表面に向かって照射さ
れる。そのため、直接光だけではなく、十分な強度を維持した反射光がボウル部８０１の
表面に照射される。これにより、直接光だけではなく反射光を利用して、光触媒層８０３
の励起や殺菌作用などを実現することができる。そのため、光源装置５００のより長寿命
化を実現することができる。
【００３９】
　また、ポリプロピレンを主成分とする材料は、紫外線に対して比較的高い耐光性と、光
触媒層に対して比較的高い耐腐食性と、を有する。そのため、便座２００は、ポリプロピ
レンを主成分とする材料により形成されている場合には、紫外線に対して比較的高い耐光
性と、光触媒層８０３に対して比較的高い耐腐食性と、を有することができる。これは、
便蓋３００がポリプロピレンを主成分とする材料により形成されている場合についても同
様である。
【００４０】
　また、光源装置５００から放射される紫外線の直接光がボウル部８０１の表面に照射さ
れるため、より強い強度を有する直射光が、ボウル部８０１により確実に当たる。そのた
め、光触媒層８０３の励起や殺菌作用などの効果が発揮される。また、例えば図２（ｂ）
に表した光線Ｂ１１のように、リム部８０５の上面８０７と、便座２００と、の間に進入
する紫外線は、ボウル部８０１の表面で反射した光となる。そのため、リム部８０５の上
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面８０７と、便座２００と、の間に進入する紫外線は、直接光の強度よりも弱い強度を有
する紫外線となる。これにより、便座２００および便蓋３００が紫外線から受ける影響を
抑えることができる。
【００４１】
　図２（ａ）に表したように、便器８００のボウル部８０１の下部には、溜水（封水）８
１５が形成されている。ボウル部８０１は、汚物受け部８０１ａと、凹部８０１ｂと、を
有する。汚物受け部８０１ａは、溜水８１５の水面（溜水面あるいは喫水面）８１６より
も上方に設けられ汚物を受ける。凹部８０１ｂは、溜水面８１６の下に設けられている。
つまり、凹部８０１ｂは、溜水８１５に水没している。
【００４２】
　本発明者は、使用者が排泄した汚物は、汚物受け部８０１ａよりも凹部８０１ｂにおい
て付着しやすいという知見を得た。あるいは、本発明者は、使用者が排泄した汚物は、ボ
ウル部８０１の前方部よりもボウル部８０１の後方部において付着しやすいという知見を
得た。
【００４３】
　便器８００のリム部８０５の上面８０７に対する凹部８０１ｂの壁面の角度は、便器８
００のリム部８０５の上面８０７に対する汚物受け部８０１ａの壁面の角度よりも大きい
。言い換えれば、凹部８０１ｂの壁面の接線方向は、汚物受け部８０１ａの壁面の接線方
向と比較して鉛直方向に近い。そのため、冷陰極管５１０の延在方向（長手方向）が、リ
ム部８０５の上面８０７と略平行である場合には、凹部８０１ｂの壁面に対する紫外線の
入射角が過度に鋭角となる。すると、十分な強度の紫外線が凹部８０１ｂの壁面に照射さ
れないおそれがある。
【００４４】
　これに対して、本実施形態の冷陰極管５１０は、便蓋３００が閉じた状態において後部
よりも前部が低い前傾姿勢で設けられている。冷陰極管５１０の延在方向は、便蓋３００
の裏面３１３のうちの少なくともいずれかの位置における接線と平行である。
【００４５】
　これによれば、光源装置５００は、比較的汚れやすいボウル部８０１の後方部に対して
、冷陰極管５１０が略水平に設けられた場合と比較すると垂直に近い角度で紫外線を照射
することができる。そのため、光源装置５００は、十分な強度の紫外線をボウル部８０１
の後方部に効率よく照射することができる。また、光源装置５００から放射された直接光
は、より鉛直方向に近いボウル部８０１の後方部に当たる。そのため、ボウル部８０１の
後端で反射した反射光は、凹部８０１ｂの壁面に当たりやすい。これにより、凹部８０１
ｂの壁面にもより強い強度の紫外線を照射することができる。
【００４６】
　また、冷陰極管５１０の延在方向が便蓋３００の裏面３１３のうちの少なくともいずれ
かの位置における接線と平行であるため、便蓋３００が開いた状態において、光源装置５
００が設けられた部分のカバー部材３２０が便座２００に着座した使用者に接触すること
を抑制することができる。
【００４７】
　図４は、本実施形態の光源装置の具体例を例示する模式図である。　
　図４（ａ）は、本実施形態の光源装置を斜め上方から眺めた模式的斜視図である。図４
（ｂ）は、本実施形態の光源装置の模式的分解図である。図４（ａ）では、説明の便宜上
、保護カバー５２３を省略している。
【００４８】
　本実施形態の光源装置５００は、照明ケース５２１と、保護カバー５２３と、両面テー
プ５２５と、リフレクタ（反射板）５２０と、冷陰極管５１０と、を有する。冷陰極管５
１０およびリフレクタ５２０は、照明ケース５２１と保護カバー５２３との間に設けられ
ている。リフレクタ５２０は、冷陰極管５１０と照明ケース５２１との間に設けられてい
る。
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【００４９】
　光源装置５００は、複数の冷陰極管５１０を有する。本具体例の光源装置５００は、２
つの冷陰極管５１０を有する。光源装置５００が有する冷陰極管５１０の数は、２つに限
定されるわけではない。冷陰極管５１０は、略円柱状の形状を有する。図２（ａ）に表し
たように、冷陰極管５１０は、便蓋３００が閉じた状態において長手方向がトイレ装置１
０の前後方向と略平行な状態で配置されている。
【００５０】
　光源装置５００は、冷陰極管５１０から紫外線を放射するため、十分な強度の紫外線を
照射することができる。また、光源装置５００は、複数の冷陰極管５１０を有するため、
ボウル部８０１の表面全体に対して光源装置５００からより短い距離で直接光を当てるこ
とができる。これにより、十分な強度の紫外線をボウル部８０１の表面に照射することが
できる。
【００５１】
　リフレクタ５２０は、例えばアルミニウムなどの金属やアルミニウムが蒸着された樹脂
などにより形成されている。リフレクタ５２０は、冷陰極管５１０が放射した紫外線の一
部を保護カバー５２３へ向かって反射する。保護カバー５２３は、冷陰極管５１０および
リフレクタ５２０が照明ケース５２１に取り付けられた状態で両面テープ５２５により照
明ケース５２１に固定されている。保護カバー５２３は、例えばアクリルなどの樹脂によ
り形成され、紫外線を透過可能とされてなる。
【００５２】
　冷陰極管５１０から放射された紫外線の一部は、リフレクタ５２０などにより反射され
ることなく直接的に保護カバー５２３を通して光源装置５００の外部へ放射される。冷陰
極管５１０から放射された紫外線の他の一部は、リフレクタ５２０により一回あるいは複
数回反射され、間接的に保護カバー５２３を通して光源装置５００の外部へ放射される。
光源装置５００の外部へ放射された紫外線は、ボウル部８０１の表面に照射される。
【００５３】
　図４（ａ）および図４（ｂ）に表したように、リフレクタ５２０は、複数の冷陰極管５
１０のそれぞれを覆う形状を有する。これによれば、複数の冷陰極管５１０のそれぞれが
放射した紫外線の強度をより確実に光源装置５００の外部へ放射させることができる。
【００５４】
　図５は、本実施形態の光触媒層の吸光特性の一例を例示するグラフ図である。　
　図６は、冷陰極管のスペクトルの一例を例示するグラフ図である。　
　図５に表したグラフ図の横軸は、波長（ｎｍ）を表す。図５に表したグラフ図の縦軸は
、吸光特性（任意単位：ａ．ｕ．）を表す。　
　図６に表したグラフ図の横軸は、冷陰極管が放射する光の波長（ｎｍ）を表す。図６に
表したグラフ図の縦軸は、冷陰極管が放射する光の強度（ａ．ｕ．）を表す。
【００５５】
　図５に表したように、本実施形態の光触媒層８０３は、波長が約４００ｎｍ以下の紫外
線をより多く吸収する特性を有する。つまり、本実施形態の光触媒層８０３は、波長が約
４００ｎｍ以下の紫外線が照射されると励起され、光触媒活性を発現する。また、本実施
形態の光触媒層８０３は、波長が３００ｎｍ以上の紫外線において、波長が相対的に短い
紫外線に対して相対的に高い励起効率（吸光特性）を有する。
【００５６】
　そのため、光源装置５００が比較的短い波長の紫外線をボウル部８０１に照射すると、
ボウル部８０１の励起効率は、比較的高くなる。これによれば、光触媒層８０３の光触媒
活性を効率的に発現させ、分解作用、親水作用および抗菌作用を得ることができる。その
ため、分解作用、親水作用および抗菌作用を考慮すると、光源装置５００は、比較的短い
波長の紫外線をボウル部８０１に照射することがより望ましい。
【００５７】
　一方で、比較的短い波長の紫外線については、人体に影響を及ぼしたり、樹脂を変色あ
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るいは劣化させることが知れられている。そのため、人体への影響や、樹脂の変色あるい
は劣化などを考慮すると、光源装置５００は、比較的長い波長の紫外線をボウル部８０１
に照射することがより望ましい。
【００５８】
　そこで、例えば図６に表したように、本実施形態の光源装置５００は、３００ｎｍ以上
、３５０ｎｍ以下の波長に極大を有する紫外線を放射する。そして、光源装置５００は、
３００ｎｍ以上、３５０ｎｍ以下の波長に極大を有する紫外線をボウル部８０１に照射す
る。
【００５９】
　これによれば、紫外線による人体への影響を抑制することができるとともに、励起効率
が比較的高い波長の紫外線をボウル部８０１に照射することができる。そのため、紫外線
の照射時間を比較的短くすることができる。これにより、光源装置５００の長寿命化を実
現することができる。また、清潔なトイレ装置を提供することができる。
【００６０】
　図７は、光触媒層が形成された面の反射率の一例を例示するグラフ図である。　
　図８は、光触媒層が形成されていない面の反射率の一例を例示するグラフ図である。　
　図７および図８に表したグラフ図の横軸は、波長（ｎｍ）を表す。図７および図８に表
したグラフ図の縦軸は、反射率を表す。
【００６１】
　本発明者は、光触媒層８０３が形成された面（本実施形態ではボウル部８０１の表面）
の反射率Ｒ１および光触媒層８０３が形成されていない面（本実施形態ではリム部８０５
の上面８０７）の反射率Ｒ２をそれぞれシミュレーションにより求めた。シミュレーショ
ンの条件として、解析波長を５５０ｎｍ以上、８８０ｎｍ以下とし、光の入射角度を１６
．１°とした。
【００６２】
　このような条件の下で求めたシミュレーションの結果の一例は、図７および図８に表し
た通りである。すなわち、光触媒層８０３が形成された面の反射率Ｒ１のシミュレーショ
ンの結果の一例は、図７に表した通りである。光触媒層８０３が形成されていない面の反
射率Ｒ２のシミュレーションの結果の一例は、図８に表した通りである。
【００６３】
　これによれば、光触媒層８０３が形成された面の反射率Ｒ１は、５５０ｎｍ以上、８８
０ｎｍ以下の波長範囲において、約０．２１以上、０．２３以下程度となる。また、５５
０ｎｍ以上、８８０ｎｍ以下の波長範囲における反射率Ｒ１の最大値は、波長が約７００
ｎｍにおいて、約０．２５程度となる。　
　一方、光触媒層８０３が形成されていない面の反射率Ｒ２は、約０．０４０以上、０．
０４５以下程度となる。また、５５０ｎｍ以上、８８０ｎｍ以下の波長範囲における反射
率Ｒ２の最大値は、波長が５５０ｎｍにおいて、約０．０４５程度となる。
【００６４】
　これにより、光触媒層８０３が形成された面の反射率Ｒ１は、光触媒層８０３が形成さ
れていない面の反射率Ｒ２よりも高い。本実施形態では、リム部８０５の上面８０７の反
射率は、ボウル部８０１の表面の反射率よりも低い。
【００６５】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの記述に限定さ
れるものではない。前述の実施の形態に関して、当業者が適宜設計変更を加えたものも、
本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、便蓋３００、ケー
シング４００および光源装置５００などが備える各要素の形状、寸法、材質、配置などや
光源装置５００および冷陰極管５１０の設置形態などは、例示したものに限定されるわけ
ではなく適宜変更することができる。　
　また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わ
せることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包
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含される。
【符号の説明】
【００６６】
　１０ トイレ装置、　１００ 衛生洗浄装置、　２００ 便座、　２０１ 着座面、　２０
５ 外周部、　３００ 便蓋、　３１０ 便蓋本体、　３１１ 垂下部、　３１３ 裏面、　
３２０ カバー部材、　３２１ 開口部、　４００ ケーシング、　４１０ 制御部、　５０
０ 光源装置、　５１０ 冷陰極管、　５２０ リフレクタ、　５２１ 照明ケース、　５２
３ 保護カバー、　５２５ 両面テープ、　８００ 便器、　８０１ ボウル部、　８０１ａ
 汚物受け部、　８０１ｂ 凹部、　８０３ 光触媒層、　８０３ａ バリア層、　８０３ｂ
 機能層、　８０５ リム部、　８０７ 上面、　８０９ 裏面、　８１１ 側面部、　８１
５ 溜水、　８１６ 溜水面

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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